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MITSUKE CITY 

見附市 

 近年、悪質商法や消費者トラブルが増加していることから、見附市では「悪質商

法防止講座・個別相談会」を開催します。本講座は、池上彰氏による講演会で学ん

だ「情報の見極め方」等を基礎に、消費生活相談員が悪質商法の具体的な手口や被

害を防ぐポイントをわかりやすく解説します。 

 また、講座終了後には消費生活相談員による個別相談会を実施し、日頃の不安や

疑問について直接相談できる機会を設けます。 

 

●日時・場所 【１回目】   

１月 23日（金）13時 30分～14時 30分 

    見附市役所（見附市昭和町２－１－１） 

【２回目】 

１月 30日（金）13時 30分～14時 30分 

今町公民館（見附市今町５－36－16） 

※２回とも同じ内容です。 

●内 容   １.悪質商法の手口と被害防止についての講演 

       ２.内容理解度チェック〇×クイズ 

       ３.個別相談会（希望者） 

●講 師   消費生活相談員 

●申込み   電話または申込みフォームからお申し込みください。 

       ・市民税務課 市民相談係 0258-62-1700（内線 146） 

       ・申込みフォーム 

●参加費   無料。相談内容の秘密は厳守します。 

 ●その他   消費対策本・グッズのお土産付き 

【本件の問合せ先】 

市民税務課市民相談係 担当:箕輪・大地 ☎（0258）62-1700（内線 145・151） 

見附のイメージキャラクター 

ミッケ 

「悪質商法防止講座・個別相談会」 

開催のご案内 


